
Ⅰ．はじめに

近年わが国では ’80年代後半を頂点とした経済的発展
に伴う国際化が進み，学生の間でも気軽に国外留学や海
外旅行へ行くことが可能になるなど，海外での生活がよ
り身近なものとなっている。本研究では，この国際化を
推進する要因として，自治体水準で取り組まれている
「姉妹都市」交流に注目する。
「姉妹都市」とは，国内外を問わず，文化交流や親善
を目的として都市間で締結される提携を指す。1955年

に長崎市と米国・セントポール（Saint Paul）市の間で
わが国最初の提携が結ばれた。それ以来，海外都市との
「姉妹都市」提携件数は増加し，2015年 8月現在，その
数は 1684件に昇る1）。各自治体によって提携の契機や
交流事業内容は異なり，それぞれの歴史や文化に沿って
工夫されている。その一方で，自治体の規模や財政状況
などにより内容の格差や課題が生じている。
先行研究2）によると，わが国の「姉妹都市」提携件数

が大きく増加したのは ’80年代後半から ’90年代半ばに
かけてであるが，経済的理由や人員的理由によって交流
が停滞しがちな自治体も存在する。この原因として，①
「姉妹都市」交流の理念が市民に共有されていない，②
事業実施のためのビジョンや目的が曖昧にされ交流開始
時に内容が適当になる，などの点が指摘されている3）。
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Ⅱ．「姉妹都市」提携の現状

（1）わが国における「姉妹都市」提携の歴史
先述したように，わが国での最初の「姉妹都市」提携

は 1955年に長崎市とセントポール市との間で締結され
た。この提携は米国側から働きかけられた。長崎市が，
第Ⅱ次世界大戦末期の被爆地であり，平和都市を標榜し
ているからであった4）。この働きかけの背景には，当時
のアイゼンハワー大統領（Dwight David Eisenhower,
1890年生～1969年没）が提唱した“ピープル・ツー・
ピープル・プログラム（People to people program）”の
存在があった。この政策は，戦争の敵国であった国々と
米国の国民同士自身によって経済的支援や交流を行う意
図に基づいており，それが今日の「姉妹都市」提携の礎
となった5）。
しかしながら，毛受敏浩の研究6）によると，わが国の

「姉妹都市」提携創成期においては，米国側が国を挙げ
て国際交流を推進しようとしていたのに対し，日本側で
は自治体が独自に米国政府や提携候補都市と交渉や情報
の収集を行っていた。さらに，’50年代当時に「姉妹都
市」提携を予定していた自治体の中には，市長が提携先
へ訪問することや海外の都市との交流自体が税金の散財
に繋がるのではといった財政面での議論が議会で交わさ
れていた。それに対して，米国側は，都市間の交流は多
くの費用をかければよいというものではなく，住民同士
が可能な範囲で行うことが大切であると主張した7）。つ
まり，米国とわが国の間での「姉妹都市」提携は，その
意義にずれがあるまま出発したのである。
わが国の経済的発展に伴い提携国も多様化し，1975

年には，地域と市民による国際交流を推進する「民際外
交」8）が当時の神奈川県知事の長洲一二氏によって提唱
され，この理念がわが国での「姉妹都市」交流における
指針として広く用いられるようになった。とくに，’80
年代後半に入るとバブル景気の影響により各自治体に財
政的な余裕が生まれ，全国各地の「姉妹都市」提携件数
が飛躍的に増加した。1989年度には一年間で 46ものの
自治体が「姉妹都市」提携を締結した9）。つまり，国際
交流の仕組みとしての「姉妹都市」が一般的になった。
また，「姉妹」都市事業を支える組織も生まれた。

1972年には文化交流事業と教育事業の企画・支援を行
う「独立行政法人・国際交流基金」が設立され，1988
年には国内での自治体の国際化支援を目的とする「一般
財団法人・自治体国際化協会（CLAIR）」がつくられた。
これらの資金を利用して，教育や文化芸術，スポーツ，

医療福祉など幅広い分野での自治体間の交流が行われる
ようになったのである。
’90年代後半になると，バブル景気の崩壊もあり自治

体財政が悪化し，「姉妹都市」交流に充てる経費削減に
迫られ，新たに「姉妹都市」提携を進める自治体数は減
少した10）。2015年 8月現在，わが国の「姉妹都市」提
携件数は 1684件に昇るが，2003年度から 2014年度に
かけての提携件数の増加は過去 10年間の勢いと比較す
ると非常に緩やかとなっている（図 1参照）。
提携開始当初は米国を中心とした欧米諸国との提携が

主流であったが，’80年代になると中国をはじめとした
アジア諸国の都市との提携数が大幅に増加した。これに
伴い単に親善目的だけでなく，双方の経済的便益を目的
とした様々な事業が行われるようになった。
例えば，横浜市は，「姉妹都市」提携先に市役所の支

所を設け，訪日企業の展開支援を通して市としてのブラ
ンドを海外都市へ浸透させるなど，大都市の持つ経済力
を基盤とした取り組みを行っている11）。また，発展途上
国の都市を対象としてインフラ整備のための技術提供や
人材派遣などの経済支援的事業や，環境保全事業なども
実施されている。
（2）わが国での「姉妹都市」交流の現状
現在，わが国では全都道府県で「姉妹都市」提携が行

われており，市町村単位では 1742件にのぼる12）。提携

図 1 姉妹自治体提携件数（全地方公共団体）の推移
－一般財団法人・自治体国際化協会 HP より著者作成－
〈http : / /www. clair. or. jp / j / exchange / shimai / index. html ;
2016年 6月 9日閲覧〉

同志社女子大学生活科学 Vol . 50（2016）

― １４ ―



件数が一番多いのが北海道，次いで兵庫県，大阪府の順
である。都道府県別に見た場合，もともと抱える自治体
数の多さを考慮すべきである。①都道府県の経済的規模
や②近代から日本の玄関口として外国との関わりが深い
という歴史的背景，③外国人来訪者数の多さなどの要因
が考えられるが，ここでは現状確認に留めよう。
各自治体で行われている交流事業は「自治体国際化協

会」による分類に基づき 9分野が存在する（表 1参照）。
過去 6年間を見ると，毎年最も多いのが教育交流であ
り，次いで行政交流，文化交流と続く（図 2参照）。教
育交流は当該の参加者に限定されがちであり，行政交流

も専門的な知識や技能を有する人々に限られ，当事者に
よる積極的な情報発信が行われないと，その交流内容や
意義が市民全体で共有されにくくなる。他方，文化交流
では，当該地域の文化や芸能など市民にもともと馴染み
のあるものが用いられる。さらに，市民が日常的に訪れ
る既存文化施設や社会教育施設で実施されるため，より
効果的に市民に「姉妹都市」の情報を伝えることができ
る。
この他に，国土交通省による調査では，近年では「姉

妹都市」交流活動を市民同士の間だけのものとしてでは
なく，外部の人々に対する地域ブランドの発信や地域の
活性化の手段として観光へ活用しようとする交流事例が
存在する13）。観光に関連した「姉妹都市」交流事業の目
的としては，海外からの来訪者の増加が一番多く，次に
国内の来訪者増加，物産品の売り上げ向上が挙げられて
いる14）。しかし，同省による各自治体および交流団体を
対象とした意見調査結果を見ると，6割の自治体（58
％）が「姉妹都市」提携について観光振興に「あまり役
立っていない」と認識していた。そのうちの半数以上
（56％）が，今後の観光振興に『できれば役立てたい』
としていた15）。したがって，わが国における新たな「姉
妹都市」交流事業として観光振興へと変化していく可能
性もあるといえるだろう。
以上に述べたように，交流事業内容が多様化する一方

で，「姉妹都市提携」自治体数は 2016年 4月現在で 867

図 2 2008年から 2013年にかけての年度別姉妹都市交
流事業の分類別件数（自治体国際化協会 HP の
「姉妹都市提携」に基づく交流事業調査に関する
データを基に著者作成）〈http : //www.clair.or.jp/j/
exchange/jirei/page-1.html ; 2016年 6月 9日閲覧〉

表 1 姉妹都市交流事業分類（自治体国際化協会 HP の 2013年度姉妹（友好）提携自治体の活動概況より引用）

分類カテゴリー 事業内容
①教育交流 小学生・中学生・高校生・大学生の交流，生徒等の作品の交換・展示，教員の交流，その他
②文化交流 音楽・芸能・芸術家等の派遣・受入，文化団体の派遣・受入，芸術作品・民芸品等の交換・

展示，文化的施設・物品等の寄贈・受入，文化関係イベント等の開催（又は参加），語学講
座の開催（スピーチコンテストを含む。），ジャーナリスト・マスコミ関係者の派遣・受入，
刊行物（図書）・ビデオ・フィルム等の交換・発行，動物・植物等の交換，その他

③スポーツ交流 スポーツ選手又はチームの派遣・受入，協議会の開催，その他
④医療交流 医師，看護師・その他の技術者・研修生の派遣・受入，視察団の派遣・受入，医療情報交

流，医療設備・器具の寄贈，その他
⑤経済交流（農業） 専門家・研修生の派遣・受入，視察団の派遣・受入，農林水産業等（第 1次産業）関係団体

の派遣・受入，その他
⑥経済交流（工業） 専門家・研修生の派遣・受入，視察団の派遣・受入，鉱工業（第 2次産業）関係団体の派遣・

受入，その他
⑦経済交流（商業） 物産展・見本市等の開催，専門家・研修生の派遣・受入，視察団の派遣・受入，商業・サー

ビス業（第 3次産業）関係団体の派遣・受入，その他
⑧行政交流 記念式典，専門家・研修生の派遣・受入，職員の派遣・受入，視察団の派遣・受入，その他
⑨その他 親善訪問団派遣・受入，各種クラブ（ロータリー，ライオンズ等）交流

〈http : //www.clair.or.jp/j/exchange/jirei/page-1.html ; 2016年 6月 9日閲覧〉
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件に達している16）。ところが，実際に交流を行っている
自治体数は 2008年から 2013年の間で平均 546件（486
～581件）と，すべての自治体において交流が行われて
いるわけではないのが実状である（図 3参照）。
（3）欧米諸国における「姉妹都市」提携
ここで，先述した日米間の交流以前に欧米で行われて

いた「姉妹都市」提携の仕組みと理念について論じよ
う。「姉妹都市提携」の起源については諸説あるが，18
世紀にヨーロッパよりアメリカ大陸へと渡った移民たち
が建設した都市と，彼らの故郷である都市との間の相互
支援の仕組みが「姉妹都市」提携の起源であるという説
が有力である17）。その後 20世紀に入り，国が後押しを
する形での民間主体の親善交流が行われるようになっ
た。結局，1967年には海外都市との「姉妹都市」提携
を推進・斡旋・支援する「都市提携協会（Town Affili-
ation Association of the U.S.）〈1981年に「国際姉妹都市
協会（Sister cities International）」と改名〉」が設立され，
「姉妹都市」という存在が本格的に外交の一端を担うも
のとして位置づけられた18）。
ヨーロッパでの「姉妹都市」提携は，第Ⅱ次世界大戦

後のドイツとフランスを中心として西ヨーロッパで始ま
った。欧米間の「姉妹都市」が敗戦国との友好親善と支
援が目的であったのに対し，これは，戦争によって仲違
いした隣国同士が本来のヨーロッパという一集合体とし
ての帰属意識を高めるとともに，自国に対する意識向上
を目的として行われた19）。また，近年見られるヨーロッ
パ独自の取り組みとして，人種や宗教的差異に伴う種々
の社会的問題解決のために，「姉妹都市」連携が利用さ
れた。つまり，人種差別や宗教間対立の解決のために，
近隣自治体の連携や国を超えた自治体間連携が行われて
いるのだ20）。
わが国においても，少子化による人口減少への対処策

として他国からの移民受け入れについての議論が進めら
れている。内閣府による試算では，毎年 20万人の移民
を受け入れることで人口減少を阻止することができると
している21）。つまり，移民を年 20万人ずつ受け入れれ
ば，1億 1,000万人程度の人口が維持される。このよう
な試みが実施されるかはともかく，ヨーロッパ諸国のよ
うに多くの移民を内包する国から，異文化理解と共生に
対する有力な方法としての「姉妹都市」提携の仕組みを
学ぶことは重要といえよう。

Ⅲ．「姉妹都市」の定義と意義

先述したように，「姉妹都市」提携の仕組みは，自治
体の国際化や発展や住民同士の親善のために，日本だけ
でなく世界各地の都市間に存在する。さらに，一つの自
治体が複数の都市と提携を結んでいる場合や，海外の都
市との間だけではなく，国内の自治体間で提携が結ばれ
るなど多様化している。しかし，わが国には，「姉妹都
市」提携の仕組みの法律的根拠は存在しない。そこで，
1988年に設立された「自治体国際化協会」では，①両
首長による提携書があること，②交流分野が特定のもの
に限られていないこと，③議会の承認を得ていること，
という 3点を，「姉妹都市」として提携するに際して必
要であるとした22）。
ところで，日本における「姉妹都市」という名称は，

米国での「sister city」に由来する。山内圭の研究23）によ
れば，「英語における sister という語は，元来，姉と妹
の優劣差を意識しない語であり，女性の同胞であるとい
うことを表す語」であり，同時に都市や町が女性的なモ
ノとして位置づけられていることも「sister city」という
用語が用いられている理由である。ところで，同じ英語
圏の英国では「twin city」という用語が一般的である。
また，ドイツではパートナーを意味する言葉（Partner-
stadt），ロシアでは兄弟を意味する言葉（Города-
Побратнмы）が用いられおり，世界的には姉妹という表
現が限定して用いられている訳ではない24）。
米国における「sister city」という名称は ’50年代後半

から用いられており，それ以前には都市間の関係につい
て呼称は定着しておらず，「姉妹都市」提携という仕組
みも明確には存在していなかった25）。先述したように，
「姉妹都市」提携の起源は移民元と移住先の都市との交
流にあり，「sister city」という名称は存在していなかっ
たが，一方の都市が他方の都市から派生した家族，もし
くは文字通りの姉妹という関係性であった。

図 3 姉妹都市交流自治体と交流事業件数の推移（自治
体国際化協会 HP 2008年～2013年 姉妹都市提
携に基づく交流事業調査の結果データを基に筆者
作成）〈http : //www.clair.or.jp/j/exchange/jirei/page-
1.html ; 2016年 6月 9日閲覧〉
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現在の多くの「姉妹都市」は，先述したように第Ⅱ次
大戦後の政策により意図的に作られた関係性であり，相
互の人種の違い，提携のきっかけや，交流内容は様々で
あり，移民を媒介とした関係性とは異なっている。わが
国においても，ブラジルや米国・ハワイ（Hawaii）州を
中心とした日本人の移住の歴史を契機とした提携は複数
存在する26）。しかし，いずれも米国の事例とは異なり，
第Ⅱ次大戦後の戦後政策として行われた。
しかしながら，興味深いことに，例えば，ハワイ諸島

のカウアイ（Kauai）郡と姉妹都市提携をしている山口
県・周防大島町は，ハワイ移民資料館で移民に関連した
展示を行うことによって観光を促進している27）。この例
は，「姉妹都市」提携が単に提携都市への関心をもたら
すだけでなく，当該自治体の住民が郷土の成り立ちや歴
史を学ぶ契機ともなり，国内での地域間交流にとっても
重要となると考えられる。
ところで，わが国の自治体では，「姉妹都市」という

名称を用いずに，「友好都市」，「パートナー都市」や，
「親善都市」などの名称の下に都市間連携を行っている
場合もある。このように複数の名称が使用されるのは，
以下に挙げるようにいくつかの理由による。
一つ目は，「姉妹都市」提携と同質の関係であっても，

相手側の文化に従って「姉妹」という言葉を使用しない
場合である。例えば，中国など同じ漢字圏の都市との提
携では，「姉妹＝どちらが姉で妹なのか」という関係上
の優劣を意味する表現を避けるために，姉妹という用語
を用いない傾向がある（奈良県奈良市と中国・陝西省西
安市など）。
また，市民や民間団体が主体となり，公的な契約にこ

だわらず，特定の分野に限定された交流を行うために，
あえて「姉妹都市」という形をとらない場合がある。
「姉妹都市」の前段階として「都市」提携が結ばれるこ
ともある。
なお，中国などとの事例も含め，「姉妹都市」以外の

名称を使用していても，先述した「自治体国際化協会」
が規定した 3要件を満たしている場合には「姉妹都市」
と同等のものとして分類される28）（神奈川県相模原市と
カナダのブリティッシュ・コロンビア（British Colum-
bia）州トレイル（Trail）市など）。それに対して，提携
書を交わしていない関係は，友好都市には分類されてい
ない（神奈川県小田原市とオーストラリアのニューサウ
スウェールズ（New South Wales）州シドニー（Sydney）
マンリー（Manly）市など）。
ところで，米国での「姉妹都市」交流を支援している

全米姉妹都市協会では，「姉妹都市」と「友好都市」と
の違いに関して以下のように言及している。
「The terms“sister city”and“friendship city”some-

times have different meanings. Generally speaking, friend-

ship cities are less formal than sister cities. In some cities，
“friendship city”is often used as a first stage in the rela-

tionship, and after it is strengthened and the partners are

sure they want a long-term relationship they will become

“sister cities”.」29）

つまり，「友好都市」とは，「姉妹都市」よりも公式的
でなく，「姉妹都市」の前段階でとして位置づけられる。
「友好都市」の段階で関係が強められ，長期的な関係性
を目指す「姉妹都市」の段階へと進む。この定義では，
「姉妹都市」は「友好都市」よりも上位の関係にあると
いえる。

Ⅳ．おわりに

先述したように，わが国の地方都市では深刻な財政難
に直面しているといえ，先の「姉妹都市」と「友好都
市」との差異も曖昧なものとなっている。先行研究を見
ても30），実際に各自治体が国際交流に充てる費用は年々
減少傾向にあり，自治体の規模によっては本来特定の分
野に限らず行うべき「姉妹都市」交流事業の幅が限定さ
れてしまっている。かつては，当該自治体の経済力と国
際性の象徴でもあった「姉妹都市」提携という仕組み
が，今や自治体にとって過去の産物となり，ひいては当
該自治体の住民に無用な負担をもたらす存在となる危険
を孕んでいるのである。
このような状況の中で，「姉妹都市」提携という仕組

みを捉え直す必要がある。「姉妹都市」提携の仕組みは，
当該住民にとって海外の人々と交流する機会をもたらす
手段ではなく，自分たちの歴史・文化的ルーツを学ぶ重
要な手段であり，郷土への意識を高めることもできるこ
とを改めて認識すべきである。そのために，「姉妹都市」
が当該自治体にどのような機能を発揮しているかに関す
る事例研究を積み重ねる必要もあろう。

〈付記〉
（1）本論文は，第 1著者が第 3著者の下で作成した卒業論文
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この論文の一部を第 2著者とともに大幅に改稿した。
（2）姉妹都市の問題に関する第 1著者の着眼は，以下の経験に
由来する。中学校時代に神奈川県・小田原市とシドニー（Syd-
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